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事 業 報 告 書    

      
                             平成 14年 4月 1日から     
                              平成 15年 3月 31日まで     
                                  

Ⅰ 事業の概況 

 （１）主要な事業内容 

      独立行政法人航海訓練所は、商船教育機関の航海訓練を一元的に担当することを  
通じて優秀な船員の確保に貢献する機関として、平成１３年４月１日に設立されま  

した。 

   独立行政法人航海訓練所の事業内容は、以下のとおりであります。 

  ①商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、   

独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校の学生及び生徒その他これら   

に準ずる者として国土交通大臣が指定する者に対し、航海訓練を行うこと。 

   （独立行政法人航海訓練所法（平成１１年法律第２１３号）（以下、「法」という）第１０条第１号） 

  ②航海訓練に関する研究を行うこと。（法第１０条第２号） 

  ③前２号の業務に附帯する業務を行うこと。（法第１０条第３号） 

 

 （２）主たる事務所・支部の状況 

      主たる事務所：神奈川県横浜市中区北仲通五丁目５７番地  
     連絡調整室       ：東京都千代田区霞ヶ関二丁目１番３号  

   神 戸 分 室       ：兵庫県神戸市中央区波止場町１番１号  

   乗船事務室       ：東京都中央区勝どき五丁目８番１４号 

 

（３）出資の状況 

     本事業年度においては、出資の増減はありません。 
   
（４）職員の状況 

 職   員   数     平均年齢  平均勤続年数 

 男  子  434名       40歳1ヶ月    17年7ヶ月 
 女  子   7名       34歳4ヶ月    11年8ヶ月 
合計又は平均  441名       40歳0ヶ月    17年6ヶ月 

      （注）職員数は、平成１５年３月３１日現在を表しています。 
      平均勤続年数等は、国土交通省職員在勤期間を通算しています。 
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Ⅱ 事業の経過及び成果 

（１） 組織運営の効率化の推進 
   平成１６年度早期に練習船隊を６隻から５隻に再編整備するため、平成１３年度

に契約した建造計画に基づき、「次世代対応練習船」の起工を行い鋼材加工に着手

するとともに、既存練習船の訓練機材の整備を実施しました。 
   定期的に理事会を開催し、業務運営の意思決定を行いました。 
 

 （２）人材の活用の推進 

 役員及び定員４６９名の職員の確保を図るとともに、大学等の教育研究機関、海事

関係行政機関等の知見を活用し組織の活性化を図るため５１名の人事交流を行いま

した。 
 

（３） 業務運営の効率化の推進 
   取得対象海技資格を異にする実習生等に対する訓練施設（練習船隊）の効率的な

運用を図るため、次世代対応練習船の建造契約に基づき鋼材加工に着手するととも

に、既存練習船への計画的な訓練機材の整備を行いました。 
    また、業務運営の効率化を図るため、自動車運転業務の一部を外部委託したほか、

効率的な情報公開のシステムを導入し、書類の電子化を進めました。 
 
（４） 航海訓練の実施 
   法令等による、受入実習生によって異なる実習要件や船舶の技術革新、外航船舶

のグローバル化への対応、内航船員の即戦力化への対応等、海運業界が新人船員に

求める技術、資質の変化に対応した訓練課程の設定を図り、これに基づき安全な環

境を維持しつつ実習生の理解度の向上及び満足度の向上に努め航海訓練を実施し

ました。 
   また、指導の徹底により受入実習生の修了率は９９．４％でありました。 
       受入実習生実績 
         商 船 大 学        ７２４名 
         商 船 高 等 専 門 学 校        ２９６名 
         海 技 大 学 校         １６名 
         海 員 学 校        ４６２名 
         開発途上国船員養成研修生        ４３名 
 

 （５）研究の実施 

    実船による航海訓練の機会を生かした組織的かつ弾力的な研究体制を整備して、  

航海訓練に関する独自研究を実施するとともに、船舶運航技術分野、環境分野及び 

省エネ分野を中心に大学等の研究機関と共同研究を行いました。 

  研究実績 

        独自研究２４件（継続研究２１件 ＋ 新規研究 ３件） 
       共同研究１６件（継続研究１４件 ＋ 新規研究 ２件） 
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（６） 成果の普及・活用促進 
    国内の船員教育機関及び海事関係行政機関並びに国外の政府機関等の要請に応

じ研修員を受入れるとともに、船員教育の専門家として職員を諸外国に派遣しまし

た。 
    また、海事思想普及等に資するため練習船の寄港地での船内一般公開等を行いま

した。 
    （研修員の受入） 
       １１機関          １３３名 
    （海外派遣職員） 
       短期専門家           ２名 
    （一般公開） 
     海事思想普及に関し、練習船の寄港地における一般公開 
       ３６回       １２５，９７３名 
    （練習船見学会） 
     日本人船員の確保、育成を図るため、寄港地近隣の小中学校等の児童・生徒等

に対する船内公開・説明 
       ２８回         ２，０１５名 
        
 （７）運営資金調達の状況 

当期の運営資金調達については、航海訓練経費及び船舶建造費等への充当分とし

て次のとおり行いました。 

   ①政府から運営費交付金として、７，３０６，９９４千円の交付を受けました。 

   ②政府から施設等補助金として、１，５５９，６１３千円の交付を受けました。 

 

 （８）設備投資等の状況 

       当期の設備投資等については、海王丸の賃貸借、銀河丸代船建造工事、事務所・   
各練習船等の保険、各練習船の入渠・修繕等を行いました。 

その結果、当期の設備投資額は、３，６５２，９２９千円となりました。 

    

Ⅲ 中期目標達成のための措置 

        独立行政法人化の趣旨を充分踏まえ、平成１３年４月１日から平成１８年３月 
      ３１日までの中期目標の期間に、新型練習船を含む再編・整理した船隊による効   
果的配乗に基づいた航海訓練実施体制を確立し、さらには研修等により職員の質の

向上を図ることとします。 

    また、航海訓練等を効率的かつ効果的に行うことにより、我が国の海上輸送の   

安全・安定に貢献する等国土交通政策に係る任務を的確に遂行することとします。 
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Ⅳ 事業年度の理事及び監事の氏名、法人における地位、任期及び担当 

 

役 職  氏   名 常勤・非常勤別 任期    担当職務・現職 

理事長 安 本 博 通  常 勤 2年  
理 事 姉 崎   寛  常 勤 2年 教育部及び運航部の所掌に属する事項 
理 事 小 川 吾 吉  常 勤 2年 事務局の所掌に属する事項 
監 事 福 田 正 明  常 勤 2年  
監 事 常 川 隆 司  非常勤 2年  

 

Ⅴ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

 

  該当ありません。 

 

  


